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業 務 委 託 仕 様 書 

 

１ 業務名 

日本のひなた宮崎 国スポ水泳（飛込）競技リハーサル大会競技会場設営・撤去等業務 

 

２ 業務目的 

本業務は、日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ実行委員会（以下「発注者」という。）が実

施する日本のひなた宮崎 国スポ水泳（飛込）競技リハーサル大会（以下「リハーサル大会」

という。）の運営に必要な仮設物、物品及び看板等（以下、「仮設物等」という。）の設営、

保守・管理、撤去・処分業務を行うことにより、リハーサル大会の円滑な運営を行うことを目

的とする。また、リハーサル大会終了後、日本のひなた宮崎 国スポ水泳（飛込）競技会場設

営・撤去等業務に向けた検証等を行うことを目的とする。 

 

３ 委託期間 

  契約締結日から令和８年９月30日までとする。 

 

４ 場所 

施設名 熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと） 

所在地 熊本県熊本市南区荒尾２丁目１－１ 

 

５ 通則 

(1) 受注者は、本業務を実施するに当たり、発注者と詳細に協議を行い、発注者の承認を受け

て作業を進めるものとする。また、本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合には、

発注者と協議の上、その指示に従うものとする。 

(2) 受注者は、本業務の趣旨を理解し、効率的に業務を進めるものとする。 

 

６ 業務内容 

(1) リハーサル大会開催に必要な仮設物等の貸与、設営、移設、保守、管理（設営に伴う配置

換え等を含む。） 

(2) 施設の既存常設物の移動および既存備品の配置転換業務 

(3) 大会終了後の仮設物等の撤去・処分業務及び原状回復業務 

(4) 上記業務に必要な関係機関への申請及び調整業務 

(5) 仮設物消耗品の点検補充業務 

(6) その他本業務の実施に必要な業務 

必要に応じ、大会運営上必要と思われる図表・積算表等を提出するとともに、発注者に対
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し業務上必要なアドバイス（例：本大会の設営業務に関すること・設営業務と他業務委託と

の関係性等）を行うこと。 

 

７ 設営、保守、撤去等期間 

  設営・撤去等に係る作業期間は、以下を参考として別途発注者及び当該競技会場施設管理者

と協議すること。設営終了後及び撤去終了後の検査において不具合があった場合には、直ちに

対応すること。 

場所 
熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと） 

熊本県熊本市南区荒尾２丁目１－１ 

会期 令和８年７月１１日（土）から７月１２日（日）まで 

設営 
令和８年７月６日（月）から７月９日（木）まで 

※ 仮設物の確認、機器等の動作確認を含む。 

引渡日 令和８年７月９日（木） 

保守・管理 引渡日から令和８年７月１２日（日） 

撤去・原状回復 大会終了日から令和８年７月１７日（金）まで 

 

８ 設計図書 

本業務の履行に関しては、以下に記載する資料をもとに行うこと。 

(1) 競技会場レイアウト【別紙１】 

(2) 諸室内配置計画【別紙２】 

(3) 仮設物仕様書【別紙３】 

(4) サイン計画【別紙４】 

(5) 会場設営・撤去に係る工程表【別紙５】 

(6) 内訳明細書【別紙６】 

(7) 特記仕様書【別紙７】 

 

９ 仮設物等の仕様 

(1) 仮設物等の仕様及び数量は、「内訳明細書」記載のとおりとし、大きさ及び性能・機能等

においては、「特記仕様書」記載のものと同等品以上のものとする。なお、指定がある場合

は当該製品とし、やむを得ず指定された製品以外のものを使用する場合は、事前に発注者と

協議を行うこと。 

(2) 受注者が用意する仮設物等には、全て会社名等を明記し、施設備品及び発注者備品等と簡

単に区別できるようにすること。 

(3) 受注者が用意する仮設物等は、錆・傷・汚損等のないものとし、指定された製品を除き統

一性を持たせること。なお、発注者から交換の指摘があった仮設物等については、直ちに交



3 

換すること。 

(4) 日本のひなた宮崎 国スポにかかわる各種デザイン等の使用に当たっては、発注者が策定

した「日本のひなた宮崎 国スポ・障スポに係る標章及びマスコット等使用取扱規程」及び

「日本のひなた宮崎 国スポデザインガイドマニュアル（第６版）」等を遵守すること。 

(5) 大会期間中の仮設物等の使用に必要な消耗品の備え付け及び点検補充の確保を図ること。 

(6) 受注者が用意するＯＡ機器を含む精密機械に不具合が生じた場合には、速やかに復旧、ま

たは代替品に交換すること。 

 

10 官公庁その他関係機関への手続き 

官公庁その他関係機関に対する必要な届出・申請等の手続きは、あらかじめ発注者へ関係書

類等を提示し、承認を得た後、受注者がその業務を代行すること。なお、関係書類の作成、届

出及び申請に伴う費用は受注者の負担とする。 

 

11 現場管理 

受注者は、設営着手から撤去終了までの期間、本業務に熟知・熟練し、作業判断を下せる業

務主任者及び作業員等を履行場所に常駐させ、発注者からの設営、移設等に係る指示への体制

を整えること。また、トラブルや事故の無いように十分な安全管理を施し、円滑かつ効率的に

業務を遂行すること。 

 

12 設営・撤去 

(1) 設営については、設計図書により行い、発注者及び当該会場施設管理者と十分協議した上

で実施にあたること。また、発注者からの指示等により新たな図面等が必要となった場合は

作成すること。既存の状態で設置不可能な場合は、発注者及び当該会場施設管理者と協議の

上、設営可能な状態にして業務を行うこと。 

(2) 受注者は、仮設物等について当該施設管理者から異議又は意見があったときは、速やかに

発注者に報告し、その指示を受けること。 

(3) 設営について発注者と協議した上で図面等の設計変更が必要となった場合は、新たに変更

後の図面等の提出を行うこと。なお、図面等は、Ｗｉｎｄｏｗｓ形式（ＰＤＦ等）で表示可

能なものを作成し、編集可能なデータとともに提出すること。 

(4) 発注者が手配した備品及び会場施設の備品等を使用する場合は、それらの運搬、設置、撤

去、返却等を行うこと。また、その際に破損又は汚損した場合は、速やかに発注者に報告

し、受注者の責任により原状回復すること。 

(5) 仮設物等の設置については、風雨対策を万全に施し、倒飛壊が生じないように針金、ウエ

イト又は杭木等堅牢な固定方法により設置するとともに、安全対策を確実に実施すること。

また、既存の状態で設置不可能な場合は、発注者と協議の上、破損のないよう養生を施すこ
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と。 

(6) 仮設物等の設置完了から撤去までの間、荒天時、夜間および緊急時を含め、仮設物を適切

に維持管理し、円滑な大会運営が行えるようにすること。 

(7) 同じ会場で並行して作業を行う他の委託業者がある場合、事前に工程調査を十分に行い、

それぞれの作業が期限内に円滑に履行できるようにすること。 

(8) リハーサル大会終了後、仮設物等を撤去し、当該会場を原状に回復すること。 

(9) 設営及び撤去により発生した廃棄物等の処理は、関係法令に基づき、受注者の責任におい

て適切に行うこと。なお、これに伴う費用については、受注者の負担とする。 

(10)設営及び撤去業務完了後、速やかに発注者に報告し、確認を受けること。 

(11)資格を要する業務については、有資格者が行うこと。 

 

13 保守・管理 

(1) 受注者は、設営後から撤去までの期間中、設営した仮設物等の適正な保守管理を行い、円

滑な競技会運営が行えるようにすること。なお、ＯＡ機器の接続に当たっては、電気の容量

等を考慮し、確実に稼働するよう設営及び保守管理すること。 

(2) 仮設物等は、常に使用可能な状態に保守・管理し、必要に応じて移設、修理、交換、補充

等を速やかに行うこと。なお、これに伴う費用については、発注者の責めに帰すべき理由に

よるものを除き、受注者の負担で行うこと。 

(3) 受注者は、仮設物等について、適宜巡回して保守管理にあたること。 

(4) 受注者は、設営後から撤去までの期間中、会場内に責任者を常駐させ、常に発注者と連絡

が取れる体制をとり、不測の事態であっても即時対応できるようにすること。 

(5) 保守・管理に従事する者は、発注者が必要に応じて貸与するＡＤカード等を着用するこ

と。 

(6) 荒天等により、継続して設営が困難であると判断した場合は、発注者と協議の上、速やか

に撤去を行い、天候の回復等を待って発注者の指示により再度設営をすること。なお、これ

に伴う撤去計画を作成し、撤去にかかる費用については、別途協議する。 

 

14 安全管理 

受注者は、安全管理に関し、次に掲げる事項について万全を期すること。 

(1) 安全管理 

ア 選手・監督、大会関係者、一般観覧者及び施設利用者の安全を第一とし、業務場所及び

その周辺の混雑等を可能な限り予測し、対策を施すこと。 

  イ 仮設物等について、事故等が発生しないよう安全対策を適切かつ確実に施すとともに、

万一、異常を発見した場合は、速やかに発注者に報告するとともに、修理等の適切な措置

を施すこと。 
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  ウ 作業従事者の怪我等がないよう、安全対策に万全を期すること。 

(2) 業務場所の管理 

労働者の安全及び衛生管理、整理整頓、公害防止並びに周辺への配慮を行うこと。 

(3) 交通法規の遵守 

ア 構内に駐車できないときは、受注者の責任において適切な駐車場を確保すること。 

イ 運搬車両の最大積載量を厳守し、通行車両・通行人の安全対策等を講じること。 

(4) 保護対策 

ア 既存施設等に対する保護対策を十分に施し、破壊や汚損を防ぐこと。 

イ 大型車両等による資材の搬入や作業を行う場合は、現地をよく確認し、路面陥没等のな

いように、十分に養生をすること。 

ウ 搬入・設営、保守管理及び撤去・処分時に誤って既存施設に損傷を与えた場合、受注者

は自己の責任において発注者が指定する期限までに原状に復旧すること。なお、自然災害

（激甚災害を除く。）が原因で仮設物等が既存施設に損害を与えた場合も同様とする。 

(5) 消防防災・警備対策 

  リハーサル大会開催及び運営に必要な仮設物等の整備に当たっては、非常口の確保、消防

設備の保護、雑踏事故防止、盗難防止、交通事故防止等の消防防災・警備対策に十分配慮す

ること。なお、これに伴う費用は受注者の負担とする。 

(6) 緊急対策 

仮設物等の倒飛壊や破損など、緊急事態に即時対応可能な保守・管理体制を整えるととも

に、緊急時には発注者の指示により直ちに対応すること。 

(7) 臨機の措置 

災害、事故の発生が予測される場合等、特に必要と認めるときは、発注者の指示を受け、

仮設物等を移動させる等の臨機の措置をとること。不測の事故が発生した場合等、緊急やむ

を得ない事情があるときは、受注者の責任において、受注者の判断により臨機の措置をとる

とともに、直ちに発注者に報告すること。また、その措置の内容について発注者から指示が

あった場合は、直ちにその指示に応じること。なお、これに伴う費用については、別途協議

する。 

(8) 損害・事故責任 

本業務の履行に際し、受注者の瑕疵により既設物、仮設物等への破損、紛失、第三者への

事故等が発生した場合は、全て受注者の責任とし、発注者はいかなる責任も負わないものと

する。また、設営された仮設物等の火災、盗難、破損、いたずら等による事故については、

発注者の責めに帰すべき理由の場合のほか、発注者は責任を負わないものとする。 

(9) 保険 

労働災害保険、賠償責任保険等、業務上必要となる保険に加入すること。 
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15 再委託等 

受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、

業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは事前に書面にて報告し、発注者の承認

を得た場合はこの限りではない。なお、事業者の選定に当たっては、熊本市内の業者を優先的

に採用すること。 

 

16 資料提供 

  発注者は受注者に対し、本業務を遂行するに当たり必要な資料を、可能な範囲において準備

し提供を行う。なお、提供された資料の目的外使用を禁止する。 

 

17 リハーサル大会検証業務 

受注者はリハーサル大会会場設営等業務を通して、日本のひなた宮崎 国スポ 水泳（飛込

）競技会場設営における改善点等の整理を行うこと。また、整理した改善点等の解決案を検討

し、発注者に報告及び提案を行うこと。 

 

18 業務に当たっての留意事項 

(1) 本業務は、発注者や競技団体、施設管理者、他の委託業者等の関係者との密接な協議に基

づき遂行すること。 

(2) 本業務における協議・打合せは、業務着手時、仮設物等設置完了時、仮設物等撤去完了時

は最低限実施し、そのほか必要に応じて随時実施するものとする。また、その際は受注者が

議事録を作成するものとする。 

(3) 業務の遂行に当たっては、発注者や競技団体等との協議及び進捗状況の報告を迅速かつ正

確に行える体制を整備すること。 

(4) 各業務の実行に当たり、受注者は発注者の指示に従うこと。また、その他不明な点は、発

注者の指示を受けて適切に履行すること。 

(5) 発注者が指示した業務以外に、契約の範囲内において別途受注者からの提案事項等がある

場合は、事前に発注者と協議の上、決定すること。 

(6) 業務内容及び仕様に著しい変更が生じた場合は、別途協議すること。 

 

19 法令・条例等の遵守 

受注者は、本業務の履行に関係する法令、条例等を遵守すること。 

 

20 中止等の場合の支払い 

荒天その他の理由により、大会の全期間又は一部期間が中止になった場合、競技会場におけ

る仮設物等の経費については、実際に生じた支払額に応じ、発注者と別途協議の上、変更契約

の対象とする。 
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21 提出書類、成果品等 

受注者は、次の書類等を発注者に提出しなければならない。 

(1) 契約締結後（契約後14日以内） 各１部 

ア 契約金額内訳明細書 

イ 業務着手届 

ウ 業務主任者届 

エ 業務工程表（ガントチャート形式） 

オ 業務履行体系図（組織図）及び緊急電話連絡体制図 

カ 労働災害保険、賠償責任保険等加入した保険の分かるもの（写し） 

キ 緊急撤去に係る対策及び体制計画 

ク その他発注者が指示するもの 

(2) 業務終了後 各１部 

ア 業務完了報告書 

イ 現場撮影写真電子データ（設営前・設営後・撤去後）（jpg形式） 

ウ リハーサル大会検証及び日本のひなた宮崎 国スポ 水泳(飛込)競技会への改善点提案  

 書 

エ 協議・打合せ議事録 

オ 追加業務対応報告書 

カ その他発注者が指示するもの 

 

22 その他 

 (1) 成果品、その他関係書類は、全て発注者に帰属するものとし、データの改変及び二次利用

等に対し、受注者は一切異議を唱えることはできない。受注者は、発注者の許可なく他にこ

れを使用してはならない。また、成果品の引渡前であっても、業務上必要な範囲において報

告された計画書等を使用する場合がある。 

(2) 受注者は、本業務の成果物が第三者の著作権を侵害していないことを保証し、紛争が生じ

た場合は、受注者の責任と負担において解決するものとする。 

(3) 業務の履行に関する措置 

本業務内容及び業務に当たっての留意事項に反し、再三の指摘にも関わらず改善しない場

合、発注者は本業務の委託を破棄できるものとする。なお、これによって生じた受注者の損

害については、発注者はその賠償の責めを負わないものとする。 

 (4) 本業務の履行に当たって、発注者が貸与するデータ等に記載された個人情報及びこれらの

情報から受注者が作成した個人情報は全て発注者の保有する個人情報とする。 

   受注者は、発注者の保有する個人情報の取扱いについては、宮崎県個人情報の保護に関す

る法律施行条例（令和４年条例第38号）を遵守しなければならない。 
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 (5) 受注者は、本業務（業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせた場合を含む。）を通

じて知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供して

はならない。また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、棄損の防止、その他適正な

管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後も同様とする。 

 

23 問い合わせ先 

日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ実行委員会事務局 

（宮崎県宮崎国スポ・障スポ局内） 

担当：競技・式典課 県外競技担当 永友 

〒８８０－８５０１ 宮崎県宮崎市橘通東２丁目10番１号 宮崎県庁４号館４階 

ＴＥＬ：０９８５－２６－７８３７（直通） 

ＦＡＸ：０９８５－２４－１７２３ 

メール：kyogi-shikiten@pref.miyazaki.lg.jp 


